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産業保健現場におけるリスクコミュニケーション
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ケーションは、クライシスコミュニケーションと呼
ばれる。前者は予防医学における1次予防、後者は2
次または3次予防に相当する。我が国においては「利
害関係者にリスクについて伝えるとパニックが起こ
る」という思い込みがあるが、これは誤りといえる。
また、リスク、クライシスのいずれのコミュニケー
ションも、情報交換や伝達を意味するものであり、決
して説得や性急な合意形成を目指すものではない。
　効果的なリスクコミュニケーションのためには、
日頃から、市民や労働者などの利害関係者を双方
向のコミュニケーションのパートナーとして受け入
れ、巻き込み、利害関係者の声に耳を傾けること、
正直に隠さずやり取りをすること、わかりやすい言
葉で思いやりを持って伝えること、結果を評価し次
に生かすこと、信頼できる他の組織と協同する、マ
スコミのニーズに応えることなどが必要である。一
方で、利益を伴わないリスク、人災のリスク、信頼
していない相手により引き起こされる影響のリス
ク、悲劇的影響の大きいリスク、子供に影響するリ
スクなどは、利害関係者には比較的受容されづらい。
　これらのことは、予防医学や臨床医学における
EBM の一環としての根拠に基づく患者とのコミュニ
ケーション、産業保健現場における労働衛生管理、
安全衛生委員会活動、PDCA サイクルを回すことな
どに準えて考えると理解しやすい。
　本講演では、産業保健現場活動におけるリスクコ
ミュニケーションについて、基本的な考え方を中心
に、事例や例えを交えながら出来るだけわかりやす
く解説したい。

　リスクとは「目的に対する不確かさの影響」の
ことである。どのような場合においてもこの不確
かさをゼロにすることは不可能である。また、こ
の場合の影響は、必ずしも悪い影響や不利益だけ
を指すわけはない。リスクマネジメントについて、
ISO31000 では、「組織はリスクの運用管理に関する
アカウンタビリティ、権限および適切な能力がある
ことを確実にすることが望ましい」としている。組
織はリスクに関する説明責任を果たすために、日頃
からの情報交換と伝達の取り組み、すなわちコミュ
ニケーションが必要となる。
　リスクコミュニケーションは、「リスクを評価する
側、リスクを管理する側、その他の利害関係者（ステー
クホルダー）が、リスクについて情報や意見を交換す
る過程」（WHO）、「事業者が地域の行政や住民と情報
を共有し、リスクに関するコミュニケーションを行う
こと」（経済産業省）、「リスク分析の全過程において、
リスク評価者、リスク管理者、消費者、事業者、研究者、
その他の関係者の間で、情報および意見を相互に交換
すること」（厚生労働省）、「原子力の利用によって国
民が被るリスクに関する情報を、国民、事業者、研究
機関、行政等の全ての関係者が共有しつつ、相互に意
思疎通意を図ること」（原子力安全委員会）などと定
義されている。いずれの定義を見ても、リスクコミュ
ニケーションは単なる手法ではなく、全体を通じた情
報交換の過程（プロセス）であることがわかる。
　日頃からの地道な取り組みであるリスクコミュニ
ケーションに対して、たとえば事故などの場合のよう
に、潜在していたリスクが顕在化した際のコミュニ
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